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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、該光源からの光を変調して画像を形成する電気光学変調素子と、該電気光学変
調素子により形成された画像を投写するための投写レンズと、を備えたプロジェクタであ
って、
　前記電気光学変調素子は、第１の電気光学変調素子と第２の電気光学変調素子とを含み
、
　前記光源からの光を偏光方向の揃った偏光光に変換する偏光変換光学系と、
該偏光変換光学系から射出される偏光光のうち特定の波長の光に関して偏光方向を略９０
度回転する波長選択位相差板と、
　該波長選択位相差板から射出される光を分離するための偏光光分離手段と、
　前記光源と前記波長選択位相差板との間に配置された、
前記光源からの光を前記電気光学変調素子における画像形成領域内の所定照射領域に照射
するための照射領域規定光学系と、
　前記光源からの光を複数の色光に分離するための色分離光学系と、
　該色分離光学系により分離された複数の色光のいずれかを前記電気光学変調素子におけ
る画像形成領域内で走査するための色光走査手段と、を備えたことを特徴とするプロジェ
クタ。
【請求項２】
　請求項１に記載のプロジェクタにおいて、
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　前記色分離光学系は、前記偏光変換光学系からの光を３つの色光に分離し、
　前記波長選択位相差板は、前記３つの色光のうち、１つ又は２つの色光の偏光方向を変
えることなく透過させ、他の２つ又は１つの色光を偏光方向を略９０度回転させてから透
過させることを特徴とするプロジェクタ。
【請求項３】
　請求項１に記載のプロジェクタにおいて、
　前記色分離光学系は、前記偏光変換光学系からの光を３つの色光に分離する色分離光学
系であり、
　前記波長選択位相差板は、前記３つの色光のうち、特定の色光の光路に配置することに
より特定の波長の光に関して偏光方向を略９０度回転することを特徴とするプロジェクタ
。
【請求項４】
　請求項２又は３に記載のプロジェクタにおいて、
　前記第１の電気光学変調素子は、前記３つの色光のうち１つの色光を変調し、
　前記第２の電気光学変調素子は、前記３つの色光のうち２つの色光を変調し、
　前記第１の電気光学変調素子からスクリーン上に投写される前記１つの色光の画像形成
領域が、前記第２の電気光学変調素子からスクリーン上に投写される前記２つの色光が形
成する画像形成領域の少なくとも一方に重なることを特徴とするプロジェクタ。
【請求項５】
　請求項１に記載のプロジェクタにおいて、
　前記色分離光学系は、前記偏光変換光学系からの光をオレンジ色を含む４つの色光のう
ち２つの色光を含む第１の色光と、前記４つの色光のうち前記第１の色光に含まれない２
つの色光を含む第２の色光と、に分離し、
　前記波長選択位相差板は、前記第１の色光に含まれる２つの色光のうち一方の色光を偏
光方向を変えることなく透過させ他方の色光を偏光方向を略９０度回転させてから透過さ
せるとともに、前記第２の色光に含まれる２つの色光のうち一方の色光を偏光方向を変え
ることなく透過させ他方の色光を偏光方向を略９０度回転させてから透過させることを特
徴とするプロジェクタ。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
本発明はプロジェクタに関する。
【０００２】
【従来の技術】
光源からの光を偏光ビームスプリッタにより２つの偏光光に分離し、それらの偏光光をそ
れぞれ別個の電気光学変調素子により変調してスクリーン上などに投影するプロジェクタ
が知られている。
【０００３】
図１３は、従来のプロジェクタの光学系を示す図である。このプロジェクタ８００は、図
１３に示されるように、光源８１０と、この光源８１０からの光を赤色、緑色、青色の３
つの色光に分離するためのダイクロイックミラー８２０，８２２，８２４と、これらの３
つの色光のそれぞれについて入射された色光をＰ偏光光とＳ偏光光との２つ偏光光に分離
するための偏光ビームスプリッタ８３０，８３２，８３４と、３つの色光の一方の偏光光
を変調するための反射型電気光学変調素子８４０，８４２，８４４と、３つの色光の他方
の偏光光を変調するための反射型電気光学変調素子８５０，８５２，８５４と、これらの
反射型電気光学変調素子によって変調された各偏光光をスクリーンなどに投写するための
投写レンズ８６０，８６２，８６４とを備えている。
【０００４】
上記した各偏光ビームスプリッタ８３０，８３２，８３４は、入射された色光をＰ偏光光
とＳ偏光光との２つ偏光光に分離する機能を果たすだけでなく、前記反射型電気光学変調
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素子によって変調された各偏光光を合成して投写レンズに向けて射出させる機能をも果た
している。このため、従来のプロジェクタ８００においては、各色光に含まれる偏光成分
の全部を利用することができるため、光の利用効率が高く輝度の高いプロジェクタを実現
できるという効果を有している（例えば、特許文献１参照。）。
【０００５】
しかしながら、このプロジェクタ８００においては、反射型電気光学変調素子が６枚必要
となり部品代が高くつくとともに、６枚の反射型電気光学変調素子の位置合わせが煩雑で
あり、結果として製造コストが高くなり易いという問題点があった。
【０００６】
図１４は、従来のプロジェクタの光学系を示すもう一つの図である。このプロジェクタ９
００は、図１４に示されるように、Ｓ偏光光を発する光源９１０と、この光源９１０から
のＳ偏光光のうち赤色及び青色の成分を反射するダイクロイックミラー９２０と、このダ
イクロイックミラー９２０を透過した緑色のＳ偏光光をＰ偏光光に変換する偏光角回転ミ
ラー９２２と、Ｐ偏光光とＳ偏光光とを分離するための偏光ビームスプリッタ９３０と、
赤色のＳ偏光光と青色のＳ偏光光を交互に透過させるカラー調整バルブ９４２と、このカ
ラー調整バルブ９４２を透過したＳ偏光光を変調する反射型電気光学変調素子９４０と、
緑色のＰ偏光光を変調するための電気光学変調素子９４４と、変調された各偏光光をスク
リーンなどに投写するための投写レンズ９５０とを備えている。
【０００７】
上記した偏光ビームスプリッタ９３０は、入射光をＳ偏光光とＰ偏光光との２つ偏光光に
分離する機能を果たすだけでなく、各反射型電気光学変調素子によって変調された各偏光
光を合成して投写レンズに向けて射出させる機能をも果たしている。このため、このプロ
ジェクタ９００においては、２枚の電気光学変調素子によってフルカラー表示を実現する
ことができるという効果を有している（例えば、特許文献２参照。）。
【０００８】
しかしながら、この従来のプロジェクタ９００においては、カラー調整バルブ９４２によ
り赤色のＳ偏光光と青色のＰ偏光光を例えば１／１２０秒毎に交互に透過させているため
、このカラー調整バルブ９４２の部分で少なくとも５０％の光の損失を招いており、光の
利用効率が悪いという問題点があった。
【０００９】
また、電気光学変調素子１枚でフルカラー画像を生成するプロジェクタが知られている。
このプロジェクタは、回転プリズムを用いて赤、緑、青の色光によるカラーバーを電気光
学変調素子の画像形成領域内で走査させることにより電気光学変調素子が１枚でありなが
らフルカラーを表示することができる。以下、複数の色光からなるカラーバーを電気光学
変調素子の画像形成領域内で走査させてフルカラー表示させることを「カラースクロール
」ということにする（例えば、非特許文献１参照。）。
【００１０】
しかしながら、偏光光を変調して画像を形成するような電気光学変調素子を１枚用いる場
合は、電気光学変調素子に入射するすべての光の偏光方向を揃えるような偏光変換光学系
がないと単純に半分の光が損失することになる。したがって、１枚の電気変調光学装置を
利用して高い光利用効率を維持するためには、光学系が複雑になるが偏光変換光学系を用
いる必要があるという問題点があった。
また、偏光変換光学系を用いることにより高い光利用効率を実現したとしても電気光学変
調素子１枚で複数の色光を同時に変調するため、画像の表示能力は電気光学変調素子に大
きく依存し、表示能力に限界が生じ易く、高品位の画像を実現し難いといった問題点もあ
った。
【００１１】
【特許文献１】
特開平３－１３９６３８号公報
【特許文献２】
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特開２０００－１４７６５６号公報
【非特許文献１】
Ｊ．Ａ．Ｓｈｉｍｉｚｕ，”Ｓｉｎｇｌｅ　Ｐａｎｅｌ　Ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ　ＬＣＤ
　Ｐｒｏｊｅｃｔｏｒ，”　Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙｓ　Ｖ，　Ｐｒｏｃ
ｅｅｄｉｎｇｓ　ＳＰＩＥ，　Ｖｏｌ．　３６３４，　ｐｐ．１９７－２０６，　１９９
９
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
そこで、本発明は、２つの電気光学変調素子により画像形成を行い、高い光利用効率で高
品位画像を実現するフルカラー表示が可能なプロジェクタを提供することを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
（１）本発明のプロジェクタは、光源と、該光源からの光を変調して画像を形成する電気
光学変調素子と、該電気光学変調素子により形成された画像を投写するための投写レンズ
と、を備えたプロジェクタであって、前記電気光学変調素子は、第１の電気光学変調素子
と第２の電気光学変調素子とを含み、前記光源からの光を２種類の偏光光に分離するため
の偏光光分離手段と、前記光源と前記偏光光分離手段との間に配置された、前記光源から
の光を前記電気光学変調素子における画像形成領域内の所定照射領域に照射するための照
射領域規定光学系と、前記光源からの光を複数の色光に分離するための色分離光学系と、
該色分離光学系により分離された複数の色光のいずれかを前記電気光学変調素子における
画像形成領域内で走査するための色光走査手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１４】
このため、本発明のプロジェクタによれば、色分離光学系と照明領域規定光学系とにより
電気光学変調素子の画像形成領域内の所定照射領域に複数の色光によるカラーバーを形成
することができる。そして、色光走査手段でカラーバーを走査することによりカラースク
ロールを実現できるので、２つの電気光学変調素子でありながら、３板方式のプロジェク
タと同等の解像度でフルカラーの表示を行うことができる。
さらに、偏光光分離手段により分離された２つの偏光光を、それぞれ２つの電気光学変調
素子において分担して変調できるため、光学系が複雑になり易い偏光変換光学系を用いな
くとも、比較的簡易な構成で光を効率良く利用することを実現している。また、光学系が
簡易な構成であるため、カラーバーが精度良く電気光学変調素子の画像形成領域内に形成
できる。したがって、複数の色光を同一の電気光学変調素子で変調するカラースクロール
においては、走査される色光を精度良く変調できるので、異なる色光の変調や混色の問題
が生じにくく、色再現性が容易に得やすいという効果を得られる。
【００１５】
（２）本発明のプロジェクタは、上記（１）に記載のプロジェクタにおいて、前記第１の
電気光学変調素子と前記第２の電気光学変調素子は、ほぼ同じ画素配列を有し、それぞれ
が同じ駆動信号により駆動されるものとすることができる。その結果、上記（１）の効果
が得られると同時に、前記第１の電気光学変調素子と前記第２の電気光学変調素子は、同
じ駆動信号により駆動されるため、電気光学変調素子に対して駆動信号を送信する回路な
どを共通化することができ、部品点数を減らせるという効果も得られる。
【００１６】
（３）また、本発明のプロジェクタは、上記（１）に記載のプロジェクタにおいて、前記
第１の電気光学変調素子と前記第２の電気光学変調素子は、同じ画素配列を有し、それぞ
れが異なる駆動信号により駆動されるものとすることができる。その結果、これら２つの
電気光学変調素子に異なる階調信号を与えることができるので、一方の電気光学変調素子
に与えた階調信号と別の階調信号をもう一方の電気光学変調素子に与えた方が、より高階
調表示が可能であるという効果が得られる。
【００１７】
（４）また、本発明のプロジェクタは、上記（１）に記載のプロジェクタにおいて、前記
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第１の電気光学変調素子と前記第２の電気光学変調素子は、互いに画素ピッチより小さい
ピッチだけずれた画素配列を有し、それぞれが異なる駆動信号により駆動されるものとす
ることができる。その結果、複数の電気光学変調素子の画素配列が同一になっている場合
や、電気光学変調素子を１つ用いる場合に比べ、高い解像度表示が可能であるという効果
が得られる。さらに、２つの電気光学変調素子にそれぞれが異なる駆動信号を供給すれば
、さらに表示される解像度を更に高めることができる。
【００１８】
（５）上記（１）乃至（４）のいずれかに記載のプロジェクタにおいては、前記色分離光
学系は、前記偏光光分離手段からの光を３つの色光に分離する色分離光学系であることが
好ましい。このように構成することにより、本発明のプロジェクタにおいては、３つの色
光を用いてカラースクロールを実現することができるため、高い光利用効率で高品位の画
像を実現しながら、できるだけ少ない色光数で、容易にフルカラー表示を行うことができ
る。
【００１９】
（６）本発明のプロジェクタは、光源と、該光源からの光を変調して画像を形成する電気
光学変調素子と、該電気光学変調素子により形成された画像を投写するための投写レンズ
と、を備えたプロジェクタであって、前記電気光学変調素子は、第１の電気光学変調素子
と第２の電気光学変調素子とを含み、前記光源からの光を偏光方向の揃った偏光光に変換
する偏光変換光学系と、該偏光変換光学系から射出される偏光光のうち特定の波長の光に
関して偏光方向を略９０度回転する波長選択位相差板と、該波長選択位相差板が射出する
光を分離するための偏光光分離手段と、前記光源と前記波長選択位相差板との間に配置さ
れて、前記光源からの光を前記電気光学変調素子における画像形成領域内の所定照射領域
に照射するための照射領域規定光学系と、前記光源からの光を複数の色光に分離するため
の色分離光学系と、該色分離光学系により分離された複数の色光のいずれかを前記電気光
学変調素子における画像形成領域内で走査するための色光走査手段と、を備えたことを特
徴とする。
【００２０】
このため、本発明のプロジェクタによれば、光源からの光は偏光変換光学系により偏光方
向の揃った偏光光に変換され、色分離光学系で複数の色光に分離される。この色分離光学
系で分離された色光にうち、特定波長の色光に関しては、波長選択位相差板により偏光方
向を９０度回転させられる。そのため、色分離光学系により複数の色光に分解される光は
、偏光分離手段に入射する時点において、各色光に応じてＰ偏光光とＳ偏光光のいずれか
一方の偏光光に特定されている。したがって、Ｐ偏光光とＳ偏光光のいずれか一方の偏光
光（例えばＰ偏光光）に特定された色光は、偏光分離手段の偏光分離面を透過し、もう一
方の偏光光（Ｓ偏光光）は反射することで、各色光がそれぞれ分離され、分離された各色
光は、２つの電気光学変調素子によりそれぞれ分担して変調される。
このため、複数の色光を２つの電気光学変調素子で分担して変調できるため、１つの電気
光学変調素子で変調する色光の数を減らして、電気光学変調素子の表示性能を十分に利用
してフルカラーの表示をすることができる。
よって、１つの電気光学変調素子におけるカラーバーの色光の数を減らすことができるの
で、例えば、カラースクロールにおけるカラーバーの間を十分に確保できるようになり、
応答速度の比較的遅い電気光学変調素子であっても良好に用いることができるようになる
。
したがって、２つの電気光学変調素子で画像形成を行うプロジェクタでありながら、高い
光利用効率で高品位の画像を実現するフルカラー表示が可能なプロジェクタを提供するこ
とができる。
【００２１】
（７）上記（６）に記載のプロジェクタにおいては、前記色分離光学系は、前記偏光変換
光学系からの光を３つの色光に分離する色分離光学系であり、前記波長選択位相差板は、
３つの色光のうち、１つ又は２つの色光をそのまま透過させ、他の２つ又は１つの色光を
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偏光方向を９０度回転させて透過させるものとすることができる。
【００２２】
このため、本発明のプロジェクタによれば、３つの色光を用いてカラースクロールが実現
できるため、できるだけ少ない色光数で上記（６）の効果が得られると同時に容易にフル
カラー表示を行うことができる。また、波長選択位相差板は、偏光方向を特定の波長ごと
に選択的に９０度回転でき、複数の色光が同時に通過する光路上に配置することができる
ため、波長選択位相差板の配置場所が限定されることなく、上記（６）の効果が得られる
構成を実現することができる。
【００２３】
（８）上記（６）に記載のプロジェクタにおいては、前記色分離光学系は、前記偏光変換
光学系からの光を３つの色光に分離する色分離光学系であり、前記波長選択位相差板は、
３つの色光のうち、特定の色光の光路に配置することにより特定の波長の光に関して偏光
方向を９０度回転する波長選択位相差板であるものとすることができる。
【００２４】
このため、本発明のプロジェクタによれば、３つの色光を用いてカラースクロールが実現
できるため、できるだけ少ない色光数で上記（６）の効果が得られると同時に容易にフル
カラー表示を行うことができる。また、波長選択位相差板は、特定の色光の光路上に配置
することで特定の波長の光に関して偏光方向を９０度回転するため、偏光方向を特定の波
長の光ごとに選択的に９０度回転するような特殊な位相差板を用いなくても上記（６）の
効果が得られる構成を容易に実現することができる。
【００２５】
（９）上記（７）又は（８）に記載のプロジェクタにおいては、前記第１の電気光学変調
素子は、前記３つの色光のうち１つの色光を変調し、前記第２の電気光学変調素子は、前
記３つの色光のうち２つの色光を変調し、前記第１の電気光学変調素子からスクリーン上
に投写される前記１つの色光の画像形成領域が、前記第２の電気光学変調素子からスクリ
ーン上に投写される前記２つの色光が形成する画像形成領域の少なくとも一方に重なるも
のとすることができる。
【００２６】
このため、本発明のプロジェクタによれば、第１の電気光学変調素子からスクリーン上に
投写される１つの色光の画像形成領域が、第２の電気光学変調素子からスクリーン上に投
写される２つの色光が形成する画像形成領域の少なくとも一方に重なることで、その分、
各色光のカラーバーが密に配置され、非照明領域の幅を大きくとることができる。したが
って、非照明領域が電気光学変調素子の画像形成領域を走査されると、スクリーン上など
に表示される非点灯時間が長くなり擬似的な間欠点灯となる。第１の電気光学変調素子か
らスクリーン上に投写される１つの色光の画像形成領域が、第２の電気光学変調素子から
スクリーン上に投写される２つの色光が形成する画像形成領域の少なくとも一方に重なら
ないようにさせても非照明領域は存在するが、上記の画像表示領域が重なる場合に比べて
非照明領域が狭くなり、その結果、非点灯時間が短くなってしまう。よって、液晶パネル
のような表示時間の間一定の明るさを表示させるようなホールド型の表示方式に対しては
、第１の電気光学変調素子からスクリーン上に投写される１つの色光の画像形成領域が、
第２の電気光学変調素子からスクリーン上に投写される２つの色光が形成する画像形成領
域の少なくとも一方に重なる構成を採用することで、擬似的な間欠点灯を認識できるほど
の非照明領域を確保でき、すなわち、瞬間的に明るさを発するインパルス型の表示方式を
再現させることができ、ホールド型の表示方式の問題である動画表示における残像の影響
を軽減して表示特性を向上させることができるという効果がある。
さらに、スクリーン上などに投写されるが重なるようなタイミングで電気光学変調素子の
画像形成領域を走査される色光の組み合わせは、波長選択位相差板により偏光方向が異な
る色光の組み合わせでもあるため、それぞれの色光は偏光分離光学系により分離され、異
なる電気光学変調素子に変調されていることになる。したがって、第１の電気光学変調素
子からスクリーン上に投写される１つの色光の画像形成領域が、第２の電気光学変調素子
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からスクリーン上に投写される２つの色光が形成する画像形成領域の少なくとも一方に重
なる場合であっても、１つの電気光学変調素子の画像形成領域ではそれら色光は重ならな
いため、混色の問題は生じない。
【００２７】
（１０）上記（６）に記載のプロジェクタにおいては、
前記色分離光学系は、前記偏光変換光学系からの光をオレンジ色を含む４つの色光ののう
ち２つの色光を含む第１の色光と、前記４つの色光のうち第１の色光に含まれない２つの
色光を含む第２の色光と、に分離し、前記波長選択位相差板は、前記第１の色光に含まれ
る２つの色光のうち一方の色光をそのまま透過させ他方の色光を偏光方向を９０度回転さ
せて透過させるとともに、前記第２の色光に含まれる２つの色光のうち一方の色光をその
まま透過させ他方の色光を偏光方向を９０度回転させて透過させる波長選択位相差板であ
るものとすることができる。
【００２８】
このため、本発明のプロジェクタによれば、色分離光学系で２つの色光に分離し、さらに
波長選択位相差板と偏光分離光学系の組み合わせにより４つの色光に分離できるため、２
つの電気光学変調素子で４つの色光を扱う構成が可能となる。つまり、光の三原色である
赤色、緑色及び青色に加えて、オレンジ色の色光を選択的に利用することが可能となって
いることを意味する。詳しく説明すると、一般的なプロジェクタでは光源に高圧放電ラン
プを用いるため発生する光の波長は広帯域でほぼ可視域全体に光強度をもつが、本文にお
いて前述までは、簡易的に光の波長域を大別して、３つの色光に分類していた。ここで、
オレンジ色の色光を新たに分類すると、本発明のプロジェクタにおいては、オレンジ色の
色光が分離されているので、独立して電気光学変調素子で変調でき、選択的に表示と非表
示を切り替えて表示に利用することができる。例えば、オレンジ色の色光を表示に利用す
る場合は、オレンジ色の色光の分だけ明るさを上げた状態でフルカラー表示が可能となる
。逆に、オレンジ色の色光を表示に利用しない場合は、色純度の高い赤色、緑色及び青色
の色光のみで色純度の高い状態でフルカラーの表示が可能となる。したがって、状況に合
わせてオレンジ色の色光を選択的に利用しながらフルカラー表示ができるという効果があ
る。
【００２９】
【発明の実施の形態】
以下、図面を用いて、本発明の実施の形態を説明する。
【００３０】
（実施形態１）
図１は、実施形態１に係るプロジェクタの光学系を示す図である。図１に示されるように
、このプロジェクタ１００は、光源１１０と、光源１１０からの光を２種類の偏光光に分
離するための偏光光分離手段としての偏光ビームスプリッタ１６０と、偏光ビームスプリ
ッタ１６０により分離された偏光光のそれぞれを変調し画像を形成する電気光学変調素子
としての２つの反射型液晶パネル１７０，１７２と、反射型液晶パネル１７０，１７２に
より変調された光を投写するための投写レンズ１８０と、を備えている。
【００３１】
そして、実施形態１に係るプロジェクタは、光源１１０と偏光ビームスプリッタ１６０と
の間に、光源１１０からの光を反射型液晶パネル１７０，１７２における画像形成領域内
の所定照射領域に照射するための照射領域規定光学系１２０と、光源１１０からの光を３
つの色光（赤色，緑色，青色）に分離するための色分離光学系１３０と、色分離光学系１
３０により分離された３つの色光を反射型液晶パネルにおける画像形成領域内で走査する
ための色光走査手段としての回転プリズム１４０Ｒ，１４０Ｇ，１４０Ｂと、回転プリズ
ム１４０Ｒ，１４０Ｇ，１４０Ｂにより走査された３つの色光を選択して反射または透過
する色光選択反射透過光学系１５０と、をさらに備えている。
【００３２】
照射領域規定光学系１２０は、インテグレータ光学系からなっていて、第１のレンズアレ
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イ１２２と、第２のレンズアレイ１２４と、重畳レンズ１２８とを備えている。
【００３３】
第１のレンズアレイ１２２は、複数の第１の小レンズを備え、この複数の第１の小レンズ
によって光源１１０から射出された光束を複数の部分光束に分割する機能を有している。
第１のレンズアレイ１２２は、反射型液晶パネル１７０，１７２における画像形成領域の
所定領域（色光がＮ色（Ｎは複数の自然数）であれば、画像形成領域の走査方向に対応す
る辺が約１／Ｎに圧縮された形状を有する領域）と相似の矩形状の輪郭を有する小レンズ
がマトリクス状に配列された構成を有している。各小レンズは、光源１１０から入射され
た平行な光束を複数の部分光束に分割し、各部分光束を第２のレンズアレイ１２４の近傍
で収束させる。各小レンズを光軸に沿って見た外形形状は、反射型液晶パネル１７０，１
７２における画像形成領域内の所定領域の形状とほぼ相似形をなすように設定されている
。
【００３４】
第２のレンズアレイ１２４は、複数の第２の小レンズを備え、第１のレンズアレイ１２２
から射出された複数の部分光束が集光される位置近傍に配置されている。第２のレンズア
レイ１２４の第２の小レンズも、第１のレンズアレイ１２２の第１の小レンズに対応する
ように、マトリクス状に配列された構成を有している。第２のレンズアレイ１２４は、第
１のレンズアレイ１２２から射出された各部分光束の光軸が重畳レンズ１２８の入射面に
対して垂直に入射するように、構成されている。重畳レンズ１２８は、第１、第２レンズ
アレイにより分割された各部分光束を反射型液晶パネル１７０，１７２における画像形成
領域の所定領域に集光するように設定されている。
【００３５】
色分離光学系１３０は、照射領域規定光学系１２０からの光を赤色、緑色及び青色の３つ
の色光に分離する。この色分離光学系１３０は、互いに平行に配置された２枚のダイクロ
イックミラーを備えている。
【００３６】
３つの回転プリズム１４０Ｒ，１４０Ｇ，１４０Ｂは、それぞれ所定角度だけ位相がずれ
て回転することにより、色分離光学系１３０により分離された赤色、緑色及び青色の各色
光を、反射型液晶パネル１７０，１７２における画像形成領域内で走査する機能を有して
いる。このため、反射型液晶パネル１７０，１７２における画像形成領域において３つの
色光が順に走査されカラースクロールが実現される。
【００３７】
色光選択反射透過光学系１５０は、３つの回転プリズム１４０Ｒ，１４０Ｇ，１４０Ｂに
より走査された複数の色光を選択して反射または透過して、偏光ビームスプリッタ１６０
に導く機能を有している。
【００３８】
偏光ビームスプリッタ１６０は、色光選択反射透過光学系１５０により、光軸がほぼ平行
化された光をＰ偏光光及びＳ偏光光の２種類の偏光光に分離して、２つの反射型液晶パネ
ル１７０，１７２へと導く。２つの反射型液晶パネル１７０，１７２はこれらの偏光光を
変調して画像形成を行う。変調された光は偏光ビームスプリッタ１６０から投写レンズ１
８０に向かい、投写レンズ１８０により投写され、スクリーン上などに投写される。
【００３９】
図２は、実施形態１に係るプロジェクタの光学系の機能を説明するための図である。図２
（ａ）は、２つの反射型液晶パネル１７０，１７２において各色光がカラースクロールさ
れる様子を示す図であり、図２（ｂ）は、図２（ａ）のＸ点に照射される各色光における
光強度の時間変化を示す図であり、図２（ｃ）は、図２（ａ）のＹ点に照射される各色光
における光強度の時間変化を示す図である。Ｔは、走査の周期を示し、Ｒ，Ｇ，Ｂは赤色
、緑色、青色の色光を示す。そして、カラースクロールにより各色光がある時間で照射さ
れている時間に、各色光に対応した駆動信号で各色光が反射型液晶パネルにより変調され
る。なお、図２において、反射型液晶パネル１７０，１７２は同じ画素配列を有し、それ
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ぞれが同じ駆動信号により駆動され、画像が形成される。このとき、２つの反射型液晶パ
ネル１７０，１７２に対して駆動信号を送信する回路（図示せず）は１つで、２つの反射
型液晶パネルに同じ駆動信号を送信している。
【００４０】
図１及び図２に示されるように、実施形態１に係るプロジェクタ１００は、それぞれが３
つの色光成分を含む２つの偏光光をそれぞれ２つの反射型液晶パネル１７０，１７２に重
畳させてから変調して画像形成を行っているため、光源のほとんどすべての偏光成分の光
を利用することができ、高い光利用効率が得られるという効果がある。また、実施形態１
に係るプロジェクタ１００においては、回転プリズム１４０Ｒ，１４０Ｇ，１４０Ｂの色
光走査により、いわゆるカラースクロールが実現され、２つの電気光学変調素子でありな
がら、３板方式のプロジェクタと同等の解像度によるフルカラー表示を行うことができる
という効果もある。さらにまた、カラースクロールは、１つの電気光学変調素子で複数の
色光を扱うため投写される画像に混色の問題が生じ易いが、偏光光分離手段により２つの
偏光光に分離し、２つの偏光光を２つの電気光学変調素子で分担して利用するため、電気
光学変調素子での色光の混色を防ぐために光学系が複雑になり易い偏光変換光学系を用い
る必要がなく、光学系が比較的簡素になり高い色再現性が得られるという効果もある。
【００４１】
（実施形態２）
図３は、本発明の実施形態２に係るプロジェクタの光学系の機能を説明するための図であ
る。図３（ａ）は、２つの反射型液晶パネル１７０，１７４において各色光がカラースク
ロールされる様子を示す図であり、図２（ｂ）は、図３（ａ）のＸ点に照射される各色光
における光強度の時間変化を示す図であり、図２（ｃ）は、図２（ａ）のＹ点に照射され
る各色光における光強度の時間変化を示す図である。
【００４２】
実施形態２に係るプロジェクタは、実施形態１に係るプロジェクタ１００とほぼ同じ構成
を有している。図３に示されるように２つの反射型液晶パネルが同じ画素配列を有してい
る点でも同じである。しかしながら、実施形態２のプロジェクタは、２つの反射型液晶パ
ネル１７０，１７４が異なる駆動信号により駆動されている点で、２つの反射型液晶パネ
ル１７０，１７２が同じ駆動信号により駆動されている実施形態１に係るプロジェクタと
は異なっている。このため、実施形態２に係るプロジェクタにおいては、これら２つの反
射型液晶パネル１７０，１７４に異なる階調信号を与えることができるので、より高階調
表示が可能となっている。
【００４３】
図４は、本発明の実施形態２に係るプロジェクタの階調表示を説明するための図である。
図４（ａ）は、反射型液晶パネル１７０の階調表示を説明するための図であり、図４（ｂ
）は、反射型液晶パネル１７４の階調表示を説明するための図である。
図４（ａ）において、横軸は光量を示し、左から光量比で１：２：４：８：１６の５つの
ブロックに分けた光量の組み合わせで明るさ表示ができることを示す。したがって、反射
型液晶パネル１７０全体で３２階調の表示が可能である。図４（ｂ）において、全光量は
反射型液晶パネル１７０で変調する全光量に等しいが、反射型液晶パネル１７４全体で１
階調の表示が可能ということになる。したがって、異なる駆動信号によりそれぞれ駆動す
る。
【００４４】
しかしながら、反射型液晶パネル１７０と１７４とで変調された光は、スクリーン上など
で合成して表示されるため、図４（ｃ）のように合わせて考えることができる。したがっ
て、左から光量比で１：２：４：８：１６：３２の６ブロックに分けた光量の組み合わせ
で明るさ表示ができる。よって、全体として６４階調の表示が可能となり、本発明のプロ
ジェクタは、１つの電気光学変調素子で表示できる階調よりも高階調の表示が可能になる
。
なお、ここで説明した方法は一例であって、同じ駆動信号で２つの電気光学変調素子が駆
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動しなければ、他の２つの電気光学変調素子を異なる駆動信号にすることで高階調表示が
可能である。
【００４５】
（実施形態３）
図５は、本発明の実施形態３に係るプロジェクタの光学系の機能を説明するための図であ
る。図５（ａ）は、２つの反射型液晶パネル１７０，１７６において各色光がカラースク
ロールされる様子を示す図であり、図５（ｂ）は、図５（ａ）のＸ点に照射される各色光
における光強度の時間変化を示す図であり、図５（ｃ）は、図５（ａ）のＹ点に照射され
る各色光における光強度の時間変化を示す図である。
【００４６】
実施形態３に係るプロジェクタは、図５に示されるように、実施形態１に係るプロジェク
タ１００とほぼ同じ構成を有している。しかしながら、実施形態３に係るプロジェクタは
、２つの反射型液晶パネル１７０，１７６が互いに画素ピッチより小さいピッチだけずれ
た画素配列を有している点で、２つの反射型液晶パネル１７０，１７２が同じ画素配列を
有している実施形態１に係るプロジェクタとは異なっている。そのうえ、実施形態３のプ
ロジェクタは、２つの反射型液晶パネル１７０，１７６が異なる駆動信号により駆動され
ている点で、２つの反射型液晶パネル１７０，１７２が同じ駆動信号により駆動されてい
る実施形態１に係るプロジェクタとは異なっている。このため、実施形態３に係るプロジ
ェクタにおいては、これら２つの反射型液晶パネル１７０，１７６に異なる階調信号を与
えることができるので、１つの電気光学変調素子により得られる解像度よりも高い解像度
表示が可能であるという効果が得られる。
【００４７】
図６は、本発明の実施形態３に係るプロジェクタの解像度を説明するための図である。図
６（ａ）は、反射型液晶パネル１７０の画素配列を説明するための図であり、図６（ｂ）
は、反射型液晶パネル１７６の画素配列を説明するための図である。
図６（ａ）において、小さい矩形で表されたものは画素を示す。そして、図６（ｂ）にお
いても、小さい矩形で表されたものは画素を示し、図６（ａ）に対して画素数は同じであ
るが画素ピッチが半分ずれた画素配置をしている。
ところで、反射型液晶パネル１７０と１７６で変調された光は、スクリーン上などで合成
して表示されるため、合わせて考えると図６（ｃ）のような画素配列による反射型液晶パ
ネルにより表示がされると考えることができる。したがって、画素数は２倍となり本発明
のプロジェクタは、１つの電気光学変調素子で表示できる解像度よりも高解像度の表示が
可能になる。
なお、ここで説明した方法は一例であって、２つの電気光学変調素子が同じ画素配列でな
ければ、他にも２つの電気光学変調素子の画素配列を変えることで高解像度表示が可能で
ある。
【００４８】
（実施形態４）
図７は、本発明の実施形態４に係るプロジェクタの光学系を示す図である。　図８は、実
施形態４に係るプロジェクタの光学系の機能を説明するための図である。図８（ａ）は、
２つの反射型液晶パネル２７０，２７２において各色光がカラースクロールされる様子を
示す図であり、図８（ｂ）は、図８（ａ）のＸ点に照射される各色光における光強度の時
間変化を示す図であり、図８（ｃ）は、図８（ａ）のＹ点に照射される各色光における光
強度の時間変化を示す図である。
【００４９】
実施形態４に係るプロジェクタ２００は、図７に示されるように、基本的には、実施形態
１に係るプロジェクタ１００と類似の構造を有している。このため、実施形態４に係るプ
ロジェクタにおいては、実施形態１に係るプロジェクタと同様に、２つの偏光光をそれぞ
れ２つの反射型液晶パネル２７０，２７２により変調し、これを重畳して画像形成を行っ
ているため、光源のほとんどすべての偏光成分の光を利用することができ、高い光利用効
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率が得られるという効果がある。また、色分離光学系１３０により分離された赤色、緑色
及び青色の３つの色光についてそれぞれ変調がなされ画像形成が行われるため、高い色再
現性が得られるという効果もある。また、回転プリズム１４０Ｒ，１４０Ｇ，１４０Ｂの
色光走査により、いわゆるカラースクロールが実現され、３板方式のプロジェクタと同等
の解像度のカラー表示を行うことができるという効果もある。また、いわゆるカラースク
ロールにより、高い動画表示性能が得られるという効果もある。
【００５０】
しかしながら、実施形態４に係るプロジェクタ２００は、偏光変換光学系２２６と波長選
択位相差板２９０とさらにを有している点で、実施形態１に係るプロジェクタ１００と異
なっている。偏光変換光学系としては、アレイ状の偏光ビームスプリッタの射出面に位相
差板を等間隔で配置したものをインテグレータ光学系に組み合わせて用いた。波長選択位
相差板２９０としては、米国カラーリンク社によって開発され長瀬産業株式会社によって
販売されているカラーセレクトを用いた。
【００５１】
実施形態４に係るプロジェクタ２００においては、色分離光学系１３０は、偏光変換光学
系２２６からの偏光方向の揃った光をそのまま赤色、緑色及び青色の３つの色光に分離し
、波長選択位相差板２９０は、この赤色、緑色及び青色の３つの色光のうち、赤色及び青
色の色光をそのまま透過させ、緑色の色光を偏光方向を９０度回転させて透過させている
。このため、波長選択位相差板２９０を通過した色光のうち、赤色及び青色の色光はＳ偏
光として偏光ビームスプリッタ１６０で反射される。一方、波長選択位相差板２９０を通
過した緑色の色光はＰ偏光として偏光ビームスプリッタ１６０を透過する。このため、図
８に示されるように、実施形態４に係るプロジェクタにおいては、２つの反射型液晶パネ
ル２７０，２７２が３つの色光を分担して変調することになるので、各反射型液晶パネル
２７０，２７２において、各カラーバーの間を十分に確保できるようになり、応答の比較
的遅い電気光学変調素子をも良好に使用できることができるという効果がある。
【００５２】
なお、実施形態４の緑色の色光のように１つの色光が１つの電気光学変調素子で変調でき
る場合には、その色光は走査しないで、電気光学変調素子の画像形成領域全体を照明でき
るように一部光学系を変更してもよい。
【００５３】
（実施形態５）
図９は、本発明の実施形態５に係るプロジェクタの光学系を示す図である。実施形態５に
係るプロジェクタ２０２は実施形態４に係るプロジェクタ２００とほぼ同じ構成を有して
いるが、波長選択位相差板において構成が異なる。図９に示すように、波長選択位相差板
２９２は、赤色、緑色及び青色の３つの色光のうち、特定の色光である緑色の光路に配置
することで特定の波長に関して偏光方向を９０度回転する波長選択位相差板である。した
がって、緑色の色光以外の波長域における光の偏光方向も９０度回転する特性であっても
、緑色の色光しか通過しないので特に問題はない。
このため、波長選択位相差板は、特定の色光の光路に配置することで特定の波長の光に関
して偏光方向を９０度回転するため、偏光方向を特定の波長の光ごとに選択的に９０度回
転するような特殊な位相差板を用いなくても、実施形態４と同様に２つの反射型液晶パネ
ルが３つの色光を分担して変調することになるので、各反射型液晶パネルにおいて、各カ
ラーバーの間を十分に確保できるようになり、応答の比較的遅い電気光学変調素子をも良
好に用いることができるという効果がある。
【００５４】
（実施形態６）
図１０は、実施形態６に係るプロジェクタの光学系の機能を説明するための図である。図
１０（ａ）は、２つの反射型液晶パネル２７４，２７６において各色光がカラースクロー
ルされる様子を示す図であり、図１０（ｂ）は、図１０（ａ）のＸ点に照射される各色光
における光強度の時間変化を示す図であり、図１０（ｃ）は、図１０（ａ）のＹ点に照射
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される各色光における光強度の時間変化を示す図である。
【００５５】
実施形態６に係るプロジェクタが実施形態４や実施形態５に係るプロジェクタ２００，２
０２と異なる点は、第１の電気光学変調素子が、３つの色光のうち１つの色光を変調し、
第２の電気光学変調素子が、３つの色光のうち２つの色光を変調し、第１の電気光学変調
素子からスクリーン上に投写される１つの色光の画像形成領域が、第２の電気光学変調素
子からスクリーン上に投写される２つの色光が形成する画像形成領域の少なくとも一方に
重なることを特徴とする点である。
【００５６】
すなわち、実施形態４や実施形態５に係るプロジェクタ２００，２０２においては、図８
に示されるように、赤色、緑色及び青色の各色光は時間軸で見れば順番に走査されている
。これに対し、図１０に示されるように、波長選択位相差板によって偏向方向を特定され
て偏光ビームスプリッタ１６０に入射した各色光のうち青光と赤光は、偏光ビームスプリ
ッタ１６０の偏光分離面で反射されて反射型液晶パネル２７４によって変調される。また
、偏光分離面を透過して反射型液晶パネル２７６に入射した緑光は、当該反射型液晶パネ
ル２７６で変調される。この反射型液晶パネル２７６からスクリーンに投写される緑光の
画像形成領域のが、反射型液晶パネル２７４から投写される青光または赤光の画像形成領
域のすくなくとも一方に重なるように、各反射型液晶パネルの画像形成領域を走査される
。このため、各色光のカラーバーが密に配置され、非照明領域の幅を大きくとることがで
きる。したがって、一方の反射型液晶パネルからスクリーン上に投写される１つの色光の
画像形成領域が、もう一方のからスクリーン上に投写される２つの色光の画像形成領域の
少なくとも１つにも重ならないように画像形成領域を走査することに比べ、スクリーン上
などに表示される非点灯時間が長くなり擬似的な間欠点灯となる。よって、表示時間の間
一定の明るさを表示されるようなホールド型の表示方式である反射型液晶パネルに対して
間欠点灯を適用することで、瞬間的に明るさを発するインパルス型の表示方式を再現させ
ることができ、ホールド型の表示方式の問題である動画表示における残像の影響を軽減し
て表示特性を向上させることができるという効果がある。
【００５７】
（実施形態７）
図１１は、実施形態７に係るプロジェクタの光学系を示す図である。図１２は、実施形態
７に係るプロジェクタの光学系の機能を説明するための図である。図１２（ａ）は、２つ
の反射型液晶パネルにおいて各色光がカラースクロールされる様子を示す図であり、図１
２（ｂ）は、図１２（ａ）のＸ点に照射される各色光における光強度の時間変化を示す図
であり、図１２（ｃ）は、図１２（ａ）のＹ点に照射される各色光における光強度の時間
変化を示す図である。
【００５８】
実施形態７に係るプロジェクタ３００においては、色分離光学系２３０は、偏光変換光学
系２２６からの光を赤色及びオレンジ色を含む第１の色光と、緑色及び青色を含む第２の
色光の２つの色光とに分離している。また、波長選択位相差板２９０は、第１の色光に含
まれる赤及びオレンジのうち赤色の色光をそのまま透過させオレンジ色の色光を偏光方向
を９０度回転させて透過させている。また、第２の色光に含まれる緑色及び青色のうち青
色の色光をそのまま透過させ緑色の色光を偏光方向を９０度回転させて透過させている。
このため、波長選択位相差板２９０を通過した色光のうち、赤色及び青色の色光はＳ偏光
として偏光ビームスプリッタ１６０で反射される。一方、波長選択位相差板２９０を通過
した色光のうち、オレンジ色及び緑色の色光はＰ偏光として偏光ビームスプリッタ１６０
を透過する。
【００５９】
なお、ここで説明した第１の色光及び第２の色光に含まれる色光の種類の組み合わせは一
例であり、これに限られない。また、照明領域規定光学系により電気光学変調素子の画像
形成領域に照射される所定領域の大きさや位置についても、電気光学変調素子の応答速度
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などに対応して変更することは可能で、本発明の主旨を逸脱しない範囲で適宜変更が可能
である。
【００６０】
このため、実施形態７に係るプロジェクタにおいては、赤色、緑色及び青色に加えて、オ
レンジ色の色光を電気光学変調素子で変調することができ、選択的に表示と非表示とを切
り替えて表示に利用することができる。よって、オレンジ色の色光を表示に利用する場合
には、オレンジ色の色光の分だけ明るさを上げた状態でフルカラーの表示が可能となり、
逆に、オレンジ色の色光を表示に利用しない場合には、色純度の高い赤色、緑色及び青色
の色光のみで色純度の高い状態でフルカラーの表示が可能になる。したがって、状況に合
わせてオレンジ色の色光を選択的に利用しながらフルカラー表示ができる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施形態１に係るプロジェクタの光学系を示す図である。
【図２】　本発明の実施形態１に係るプロジェクタの光学系の機能を説明するための図で
ある。
【図３】　本発明の実施形態２に係るプロジェクタの光学系の機能を説明するための図で
ある。
【図４】　本発明の実施形態２に係るプロジェクタの階調表示を説明するための図である
。
【図５】　本発明の実施形態３に係るプロジェクタの光学系の機能を説明するための図で
ある。
【図６】　本発明の実施形態３に係るプロジェクタの解像度を説明するための図である。
【図７】　本発明の実施形態４に係るプロジェクタの光学系を示す図である。
【図８】　本発明の実施形態４に係るプロジェクタの光学系の機能を説明するための図で
ある。
【図９】　本発明の実施形態５に係るプロジェクタの光学系を示す図である。
【図１０】　本発明の実施形態６に係るプロジェクタの光学系の機能を説明するための図
である。
【図１１】　本発明の実施形態７に係るプロジェクタの光学系を示す図である。
【図１２】　本発明の実施形態７に係るプロジェクタの光学系の機能を説明するための図
である。
【図１３】　従来のプロジェクタを説明するための図である。
【図１４】　従来のプロジェクタを説明するための図である。
【符号の説明】
１００，２００，２０２，３００・・プロジェクタ
１１０・・・光源
１２０，２２０・・・照明光学系
１３０・・・色分離光学系
１４０Ｒ，１４０Ｇ、１４０Ｂ，３４０ＲＯ，３４０ＧＢ・・・回転プリズム
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